
令和３年度 秋田支部保険料率について
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（R3.1.14 令和2年度第4回評議会）



■ コロナ禍という状況であるが、高齢化の進行、現役世代の減少という構造的な課題は変わっていない。健全な財政基盤を確保してい
くことが基本であり、10％維持に賛成である。一方で準備金残高が積みあがっており、これまで以上に丁寧な説明が必要である。

■ 新型コロナウイルス感染症で先行き不透明であり、景気回復には時間がかかることが見込まれる。今後、数年は厳しい財政状況にな
ることが見込まれるため、令和３年度の保険料率を10％維持することが適当であると考える。なお、協会けんぽには、国庫補助率を上
限20％に引き上げるよう国へ強く要望していただきたい。

■ 評議会の意見の中でコロナの影響で一時的に保険料率を下げてはどうかという意見も見受けられたが、保険料の納付猶予で対応さ
れていると考える。コロナで先行き不透明な中で、保険料率を変更することはリスクが高いと考える。

■現状の保険料率の維持を支持したい。多くの支部で現状の10％維持を支持していると思われる。新型コロナの影響が今後さらにでて
くることを考えると将来的な引き上げ幅を緩和するという効果を視野に入れて10％維持を支持したい。一方で、事務局が出された資料
の準備金の予測値と実際の値と乖離が出た場合は、しっかりと検証し、次年度に還元するなど新たな対応を議論する必要があるので
はないか。

■ 現状の10％維持に賛成である。資料から保険の財政が赤字構造であることが読み取れるため、コロナの影響で保険料収入が増加し
ない中、赤字構造を改善するには支出を減らす必要がある。マイナンバーカード等を活用して、医療費削減につながる提言を国に対し
て行ってほしい。

■ 保険料を10％に据え置くことはコロナ禍で苦しんでいる事業主や従業員の理解を得ることは難しい。コロナ禍の中で、保険料の引き下
げや国庫負担の増額に言及した支部評議会の意見も多くあるため、本部としても十分にこの内容を検証して運営委員会に来年度の
保険料率に係る議論を諮るべきである。保険者として収支の均衡のみを見るのではなく、加入者の持続的な発展につながるような、加
入者への支援策を積極的に国へ要望していただきたい。

令和３年度保険料率に関するこれまでの運営委員の主な意見
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１．平均保険料率

■ 令和３年４月納付分から変更するということについて、特段の異論はなし。

2. 保険料率の変更時期
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令和３年度保険料率について（支部評議会における主な意見）

令和２年10月から11月に開催した各支部の評議会での意見については、理事長の現時
点における考え（新型コロナウイルス感染症拡大による協会財政に対する影響はあると考
えられるが、基本的には中長期的な視点で保険料率を考えていくこと）を評議会で説明し
た上で、特段の意見があれば提出していただくこととしている。

意見の提出状況並びに平均保険料率に対しての意見の概要は以下のとおり。

意見の提出なし ６支部（１３支部）

意見の提出あり ４１支部（３４支部）

① 平均保険料率10％を維持するべきという支部 ３１支部（２１支部）

② ①と③の両方の意見のある支部 ５支部（７支部）

③ 引き下げるべきという支部 ２支部（２支部）

④ その他（平均保険料率に対しての明確な意見なし） ３支部（４支部）

※ 保険料率の変更時期については、4月納付分（3月分）以外の意見はほぼなし。

※（ ）は昨年の支部数



令和3年度 秋田支部保険料率の見通し
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健康保険料率 介護保険料率（40～64歳）

10.25％ 10.16％

令和2年度 令和3年度

（-0.09％）

1.79％ 1.80％

令和2年度 令和3年度

介護保険料（40～64歳）

[ 月額 ]

労使折半前 + 24円
折半額 + 12円

保険料額の減額分

※ 標準報酬月額240千円： の場合）

（+0.01％）

介護保険の保険料率については、単年度で収支が均衡す
るよう、介護納付金の額を総報酬額で除したものを基準とし
て保険者が定めると健康保険法で法定されている。
令和3年度は、令和2年度末に見込まれる不足分も含め、

単年度で収支が均衡するよう1.80％（4月納付分から変
更）とする。

※次ページ令和3年度秋田支部保険料率の算定（見込み）の
とおり

健康保険料

[ 月額 ]

労使折半前 － 216円
折半額 － 108円

秋田支部の平均標準報酬月額

秋田支部 全国一律



令和３年度 秋田支部保険料率の算定（見込み）

4※ 端数整理のため、計数が整合しない場合がある。

　　・高齢者が多く医療費が高い

　　・報酬が低いので率が高くなる

△0.57% △0.87% △0.02％

11.62% ⇒ 11.05% ⇒ 10.18% ⇒ 10.16%

△0.02％

0.16%

10.1776％-0.0226％+0.007％=10.162％

10.1776に前々年度決算時の精算分156百万円に相当する「0.0226」をマイナスし、インセ
ンティブ分「0.007」をプラスすると

≪支部保険料率の決定≫

共通保険料率
(後期高齢者支援金、

業務経費等）

10.0%

全国平均

10.16%

5.29%

4.71% 4.71% 4.71% 4.71%

保険料率（％）

1.62% 1.05%

支部別医療給付費
による率

0.18% 　地域差　

5.29% 5.29% 5.29%

秋田支部
保険料率所得調整年齢調整調整前

精算：△0.0226％

ｲﾝｾﾝﾃｨﾌﾞ：0.007％

四捨五入



秋田支部
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保険料率

（％）

10.73 1
10.41 1
10.34 1
10.33 1
10.32 1
10.30 1
10.28 1
10.25 2
10.22 2
10.20 1
10.17 2
10.15 1
10.14 3
10.07 1
10.06 1
10.05 1
10.03 1
10.01 2
9.99 1
9.97 1
9.95 1
9.93 1
9.92 1
9.91 1
9.88 3
9.87 1
9.81 2
9.79 1
9.77 4
9.75 1
9.73 1
9.71 1
9.70 1
9.59 1
9.58 1

End Of Row

支部数

24

23

秋田支部

保険料率

（％）

10.68 1

10.45 1

10.36 1

10.30 1

10.29 3

10.28 1

10.26 1

10.24 1

10.22 3

10.18 1

10.17 1

10.16 1

10.11 2

10.06 1

10.04 1

10.03 2

10.01 1

10.00 1

9.99 1

9.98 1

9.97 1

9.96 1

9.95 1

9.91 1

9.87 1

9.84 1

9.83 2

9.81 1

9.80 1

9.79 2

9.78 1

9.74 2

9.72 1

9.71 1

9.66 1

9.64 1

9.59 1

9.50 1

支部数

23

23

料率（％） 金額（円）

＋0.15 ＋225 1

＋0.13 ＋195 1

＋0.11 ＋165 1

＋0.10 ＋150 2

＋0.08 ＋120 1

＋0.07 ＋105 1

＋0.06 ＋ 90 1

＋0.04 ＋ 60 4

＋0.03 ＋ 45 4

＋0.02 ＋ 30 1

＋0.01 ＋ 15 3

0.00 0 1

▲0.01 ▲ 15 4

▲0.02 ▲ 30 4

▲0.03 ▲ 45 4

▲0.04 ▲ 60 1

▲0.05 ▲ 75 2

▲0.06 ▲ 90 1

▲0.07 ▲105 1

▲0.08 ▲120 2

▲0.09 ▲135 2

▲0.10 ▲150 1

▲0.11 ▲165 1

▲0.12 ▲180 1

▲0.13 ▲195 1

▲0.14 ▲210 1
End Of Row

注１．「＋」は令和3年度保険料率が令和2年度よりも上がったことを、

　　　「▲」は下がったことを示している。

　 ２．金額は、標準報酬月額30万円の者に係る保険料負担（月額、労使折半後）

       の増減である。

令和2年度保険料率

からの変化分 支部数

20

26

秋田支部
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協会けんぽの収支見込（医療分）
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協会けんぽの収支見込（介護分）



介護保険の令和３年度保険料率について

介護保険の保険料率については、単年度で収支が均衡するよう、介護納付金の額を総報酬額
で除したものを基準として保険者が定めると健康保険法で法定されている。

令和３年度は、令和２年度末に見込まれる不足分（466億円）も含め、単年度で収支が均衡
するよう1.80％（4月納付分から変更）とする。

（参考）
健康保険法160条16項

介護保険料率は、各年度において保険者が納付すべき介護納付金（日雇特例被保険者に係るものを除
く。）の額を当該年度における当該保険者が管掌する介護保険第2号被保険者である被保険者の総報酬額
の総額の見込額で除して得た率を基準として、保険者が定める。

各年度の介護保険料率は、次の算式により得た率を基準として、保険者が定めることとなってい
る。

介護保険料率 ＝

介護納付金の額

介護保険第2号被保険者（40歳～64歳）の総報酬額総額の見込

1.79％から令和3年4月以降に1.80％へ引き上げた場合の令和3年度の保険料負担の影響（被保険者1人当たり、労使折
半前）
〔年額〕 428 円 （ 76,666円 → 77,094円） の負担増
〔月額〕 32 円 （ 5,728円 → 5,760円） の負担増

（注1） 標準報酬月額を320,000円、賞与月額を年1.387月とした場合の負担を算出したものである。
（注2） 「年額」は令和３年度の標準報酬月額（ 12か月分）と賞与の影響額であり、「月額」については標準報酬月額（１か月分）によって算定
したものである。

8


